
奨学金名
財団・寄付者

目的

15,000 円/月 (学部)
15,000 円/月 (大学院)

給付回数 12 回
奨学金対象期間 2026年4月 から *1年間
推薦予定人数 2 名程度
募集人数 全国30 名

国籍

学部生

修士： ✓3セメ

博士： ✓3セメ　✓4セメ　✓5セメ

学業成績

その他資格

大学推薦の申請スケジュール 2026年1月25日（日）締切　詳細は「学外奨学金　大学推薦選考について」を参照。
奨学金団体への推薦締切 2026年4月下旬頃
奨学金団体面接 なし
採否通知 2026年7月上旬頃

問い合わせ先

壽崎育英財団奨学生/ Suzaki Scholarship
公益財団法人 壽崎育英財団

経済的理由により修学困難な者に対し、学資を支給して教育の機会均等をはかり将来社会に貢献し得る人物を育成するこ
とを目的とする。

✓３セメ　✓４セメ　✓５セメ　✓６セメ　✓７セメ

大学院生

給付額

スチューデント・オフィス　学外奨学金担当　メールアドレス：apusch＠apu.ac.jp

応募資格
(全て該当する

者)

日本国籍以外の正規生のうち在留資格が「留学」の者

通算GPA・総修得単位数の要件は「学外奨学金　大学推薦選考について」を参照。

【義務】
（１）奨学生は、財団の定める壽崎育英財団定款および奨学金支給規定の定める規則を守り、壽崎育英財団の指示に従うととも
に、奨学生としての資質の維持向上に務めること。
（２）月内までに必ず奨学金の受領書とその月内の近況報告の手紙を提出すること。
（３）奨学生交付式（6月実施予定）および奨学生指導会・懇親会（翌年1月または2月頃実施予定）に必ず参加すること。

【奨学金の支給打切り・辞退】
（１）学業成績が不振であったり、学内外の規律を乱したり、その他性行状況が奨学生として適当でないと認められるときは、
奨学金の交付を打ち切られる。
（２）家計が好転したときは、奨学金を辞退してもらうときがある。

奨学団体による
義務・決まり

他奨学金

【共通】
（１）大分県内に所在する大学（大学院）に在学し、人物学業共に優れ、かつ健康であり、奨
学資金の支給が必要であると認められること。
（２）応募時および奨学金受給期間に大分県内に居住している者

【国際学生】
（１）在留資格が｢留学｣で、大分県内の市町村に住所登録をしている私費外国人留学生である
こと

APUから他の奨学金に推薦中でない者

選考スケジュー
ル

セメスター
*2026年4月時点

奨学金受給期間中に重複受給のない者
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